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No.868 2026 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344
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農林業等振興事業補助の申請受付について

〔対象事業〕

　農林水産業や観光業などの設備の近代化や振興に資する研究、調査および指導に関する

ものが対象になります。

〔対象者〕

　町内に居住する農林水産業および観光業の経営者など、もしくは新たに経営すると認め

られる者および団体

〔補助金〕

　対象となる総事業費に補助率を乗じた額　＊補助率は書類審査により協議会で決定

〔受付期限〕５月２９日（金）必着

〔応募方法〕観光産業課に提出（＊申請書類があります）

サルの大規模捕獲について

　町ではサル対策として、猟友会にご協力いただき追払いの実施をはじめ、電気柵購入費

の補助、追払い用花火の無償配付を行っておりますが、現在の出没状況・農作物被害状況

から、追払い中心の対策では限界があるため、令和７年度からサルの大規模捕獲を実施し

ております。

　大規模捕獲は、大型檻を設置して、数か月にわたりサルに餌付けした後、群れごと捕獲

する方法となりますので、近隣住民のみなさんのご理解・ご協力が必要不可欠です。

　なお、小河内地区では、令和７年１２月に３８頭、令和８年３月に１３頭の計５１頭を

捕獲しました。また、令和８年３月から新たに氷川地区でも大規模捕獲を実施しています。

　今後は、町内各所で大規模捕獲の実施を検討しておりますので、引き続き近隣住民のみ

なさんのご理解・ご協力をお願いいたします。

ＳＦＴＳ（重症熱性血小板減少症候群）にご注意ください

　ＳＦＴＳとは主にマダニに刺されることで感染し、発熱や倦怠感、嘔吐、下痢などの症

状が現れ、重症化した場合は、命に関わることもある危険な感染症です。

【感染予防のポイント】

〔屋外活動時の注意〕

・草むらや藪に入る際は、長袖・長ズボンを着用し肌の露出を避ける

・虫よけスプレーを使用し、ダニを寄せ付けないようにする

・明るい色の服を選び、ダニを見つけやすくする

〔屋外活動後のチェック〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲マダニ

・帰宅後はすぐに入浴し、体や衣服にダニが付着していないか確認する

・ペットもダニが付いていないか確認する

　町では、自然が豊かで野生動物も多く生息し、森林や草むらも身近にあるため、マダニ

対策を忘れずに行いましょう。

※申し込み、問い合わせは、観光産業課　☎８３－２２９５
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令和８年度固定資産価格の縦覧および固定資産課税台帳の閲覧について

「固定資産価格の縦覧」

　今年度の土地・家屋の価格をご覧になれます。

　この縦覧制度により、期間中に限り納税者の方が所有する土地・家屋の価格と町内の他

の土地・家屋の価格を比較することができます。

〔縦覧期間〕６月１日（月）まで（＊ただし、土・日、祝日の閉庁日を除きます。）

〔縦覧時間〕午前８時３０分～午後５時１５分

〔縦覧場所〕住民課

〔縦覧できる方〕町内に所在する土地・家屋に係る固定資産税の納税者

「固定資産課税台帳の閲覧」

　固定資産課税台帳は、年間を通じて閉庁日を除く毎日、閲覧できます。

〔閲覧場所〕住民課

〔閲覧できる方と閲覧範囲〕

　・固定資産税の納税義務者本人が所有している固定資産

　・借地・借家人の方

　・借地、借家対象の固定資産

〔縦覧や閲覧の申請に際して必要なもの〕

　・本人の場合…運転免許証など本人確認のできるもの

　・代理人の場合…委任状および代理人の本人確認のできるもの

　（＊同居の家族の方でも、納税者本人以外は代理人の場合と同様となります。）

　・借地・借家人の場合…賃貸借契約書またはその写し、本人確認のできるもの

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１９０

離婚後の子の養育に関するルールが改正されました（共同親権等）

　令和６年５月１７日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的とし

て、民法などの一部改正法が成立しました。

　この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権（単独親権、

共同親権）、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、

令和８年４月１日に施行されました。

　詳しくは法務省ホームページをご覧ください。　　　　　　☞

獣害報告ＬＩＮＥアプリの活用のお願い

　町では、野生動物による農作物の被害、目撃情報などの町への報告方法として、「獣害

報告ＬＩＮＥアプリ」を活用しています。このアプリを通して住民のみなさんに報告して

いただくと町で目撃情報などが確認できるようになっています。住民のみなさんもアプリ

内で「今日の状況」、「７日間の状況」を選択すれば報告内容を確認できます。

　登録・使用方法などの詳細は、町ホームページに掲載していますので

ご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☞
　また、ホームページが確認できない方は、観光産業課へご連絡ください。

※問い合わせは、観光産業課　☎８３－２２９５
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